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船舶事故調査報告書 

 

平成２３年１１月１０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  庄 司 邦 昭 

委   員  石 川 敏 行 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２２年１０月４日 １５時００分ごろ 

発生場所 沖縄県慶良間
け ら ま

列島北方沖 

沖縄県座間味
ざ ま み

村所在の牛ノ島灯台から真方位０１９°７.６海里（Ｍ）付

近 

（概位 北緯２６°２０.８′ 東経１２７°２２.９′） 

事故調査の経過  平成２３年６月２９日、本事故の調査を担当する主管調査官（那覇事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等

Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 引船 りゅうおう、１１５トン 

   １２０８４５、湧川運輸株式会社 

２６.００ｍ×１７.５０ｍ×３.２０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、５５１kＷ、平成２年５月２日 

Ｂ 台船 海晴
かいせい

、１,０８７トン 

なし、湧川運輸株式会社 

６０.００ｍ×１８.００×３.７５ｍ、鋼 

   機関なし、平成２年６月１１日 

Ｃ 漁船 第八漁
ぎょ

豊
ほう

丸、４.９７トン 

   ＯＮ３－２８５３７（漁船登録番号）、個人所有 

９.８５×２.２０ｍ×１.００ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、２３５kＷ（漁船法馬力数）、昭和５７年４月１４ 

  日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 航海士Ａ（一等航海士） 男性 ３９歳 

四級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成２２年１１月２９日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２３年１月１１日 

免状有効期間満了日 平成２７年１１月２８日 

Ｃ 船長Ｃ 男性 ５７歳 

一級小型船舶操縦士 

免許登録日 平成１７年８月４日 

免許証交付日 平成２２年６月３０日 

           （平成２７年８月３日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 右舷船首部に擦過傷 

Ｃ 船首部及び左舷外板に割損 
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 事故の経過 
 
Ａ船は、船長及び航海士Ａほか３人が乗り組み、無人のＢ船をえい

．．
航し

てＡ船引船列を構成し、Ａ船及びＢ船にえい
．．

航船及び被えい
．．

航船の形象物

を掲げ、航海士Ａが、１４時～１８時の単独の船橋当直に就き、針路約２

３９°（真方位）及び対地速力約５.８ノット（kn）で自動操舵により慶良

間列島北方沖を航行した。 

航海士Ａは、レーダーで右舷前方２Ｍ付近にＣ船を探知し、Ｃ船がＡ船

引船列を避けてくれるものと思い、Ｃ船の動きを見守りながら針路及び速

力を保持して航行した。 

航海士Ａは、Ｃ船が針路及び速力を変えずにＡ船の右舷正横０.２５Ｍ付

近に接近し、Ａ船引船列の方ではもはやＣ船を避航することができなかっ

たので、Ｃ船に対して汽笛で短音を連続して吹鳴した。 

Ａ船引船列は、汽笛信号を行いながら針路及び速力を保持して航行中、

平成２２年１０月４日１５時００分ごろ、Ａ船引船列のえい
．．

航索のうち、

‘Ｂ船の船首から出していた錨鎖’（以下｢本件錨鎖｣という。）とＣ船とが

衝突し、続いてＢ船の右舷船首部とＣ船の船首部とが衝突した。 

Ｃ船は、船長Ｃほか１人が乗り組み、夜間のまぐろ漁を終え、沖縄県糸

満市糸満漁港に向けて帰途につき、船長Ｃが、単独の船橋当直に就き、レ

ーダーを作動させ、対地速力約７.５kn で慶良間列島北方沖を自動操舵に

より南進した。 

船長Ｃは、Ｃ船の船舶所有者から電話がかかってきたので、操舵室を離

れて通話を始め、電話を切ったのちに洗い物を行い、見張りを行っていな

かったので、左舷前方から接近するＡ船引船列に気付かずに航行した。 

船長Ｃが洗い物をしていたとき、Ｃ船と本件錨鎖とが衝突した。 

Ａ船引船列とＣ船は、互いに船名及び損傷状況などを確認したのち、Ａ

船引船列が沖縄県宮古市平良港へ向かい、Ｃ船が糸満漁港へ向かった。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 北、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約２.５ｍ 

 その他の事項 Ａ船引船列は、Ａ船から出したえい
．．

航索と長さ約２０ｍの本件錨鎖とを

つなぎ、Ａ船の船尾からＢ船の後端までの長さを約３７０ｍとしていた。 

Ｃ船は、１１月～６月の間にはそでいか漁を操業し、７月からは夜間に

まぐろ漁を操業していた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 Ａ船引船列は、慶良間列島北方沖を南西進中、

単独で船橋当直中の航海士Ａが、右舷前方から接

近するＣ船がＡ船引船列を避航するものと思い込

み、針路及び速力を保持して航行したことから、

本件錨鎖とＣ船とが衝突したものと考えられる。 

 航海士Ａは、Ｃ船がＡ船引船列の右舷正横０.２

５Ｍ付近に接近したとき、Ａ船引船列ではもはや

Ｃ船を避航することができないと思い、Ｃ船に対

して汽笛で短音を連続して吹鳴し、避航を促した

ものと考えられる。 

Ｃ船は、慶良間列島北方沖を南進中、船長Ｃ
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が、操舵室から離れ、電話での通話や洗い物をす

ることに注意を向け、見張りを行っていなかった

ことから、左舷前方から接近するＡ船引船列に気

付かずに航行し、Ｃ船と本件錨鎖とが衝突したも

のと考えられる。 

原因  本事故は、慶良間列島北方沖において、Ａ船引船列が南西進中、Ｃ船が

南進中、航海士Ａが、Ｃ船がＡ船引船列を避航してくれるものと思い込

み、針路及び速力を保持して航行し、また、船長Ｃが、操舵室から離れ、

見張りを行っていなかったため、Ｃ船と本件錨鎖とが衝突したことにより

発生したものと考えられる。 

参考 

 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

・避航動作をとる場合には、できる限り、十分に余裕のある時期に適切

な動作をとること。 

・船橋当直者は、当直業務に専念し、操舵室を離れないこと。 

・接近する他船を見落とすことのないよう、常時適切な見張りを行うこ

と。 

 




